
➢ 国税庁では、高齢者や障がいのある方も含めて、誰もがホームページ等で提供される情報
や機能を支障なく利用できるよう、日本産業規格及び総務省のガイドラインに基づき、ウェ
ブアクセシビリティの確保に取り組んでいる。

➢ 具体的には、国税庁ホームページにおいて、音声読み上げ機能や文字拡大機能を設けるな
ど、使用する方に配慮したコンテンツの提供に努めている。

国税庁におけるウェブアクセシビリティへの対応

国税ウェブ
サイトガイ
ドライン

みんなの公共サイト
運用ガイドライン

日本産業規格

音声読み上げ機能や文字拡大
機能を設けるなど、ウェブアク
セシビリティの確保に取り組ん
でいます。
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